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前回（第８回）で出された意見の確認①

○　建ぺい・容積について
　・容積率を下げることについて、今まで投資した人、これから投資しようとしている人を含め、マイナ
　　スインパクトが大きく、反対。緑化などと組み合わせると実行面積は限られてくる考えられる。
　　　→保全型では森林や農地がほとんど。インフラが整備されていない地域で、環境に配慮したボ
　　　　リュームを抑える規模として50％くらいの容積率を目指したい。

○　保全型の宿泊施設の床面積の制限
　・ホテルの面積制限はベッド数を抑えていくという観点で、有効。
　・宿泊施設も坐忘林のようなものを建てようとしても床面積1,000㎡ではできない。
　・「保全を行う」というよりも「開発を止めよう」といった印象を受ける。
　・リゾートエリアに近いところでは、坐忘林がもう少しできると、町としても魅力のプラスになる。
　　　→インフラの許容量がオーバーしている状態で、町としてもそこまでの開発を受け入れることが難
　　　　しい。お客様を迎え入れるインフラが整っている状況ではない現状で、全て良いとは出来ない。
　　　　緑豊かな土地においては、ある程度サイズダウンの考えが必要。
　　　　観光産業を塞ぎたいというより、そろそろゲームチェンジの時期であるという考え。
　　　　ニセコよりも上級の海外リゾートはスクラップ＆ビルドではなく、上手にリノベーションし、価
　　　　値を保っている。
　　　　人の集まるところに投資をしてもらいたい。拠点型に誘導していくのが、観光地マスタープラン
　　　　の柱。俱知安町のリゾート地は自然が豊かなところというのが大きな売り（魅力）である。
　　　　今までの経緯から整理すると、自然環境やインフラなどの背景を踏まえ、観光地マスタープラン
　　　　が策定されている。そこを基軸として考えていくことが必要であると考える。
　　　　宿泊施設の延床面積が1000㎡を超えるとものが全て悪いということではないということだが、日
　　　　本のルールだとその辺が難しいので、延床面積1000㎡で切って、その中でやっていくしかないの
　　　　かな、というのが正直なところ。
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○　滞在者へのサービス提供できる施設
　・観光客のために、食べるところ、買い物できるところについてもっと考えるべき。
　・例えば遊戯施設はスポーツに関するものはOK、工場も地域の物を活かしていくという観点で、食品な
　　らOKというようにしておくのも、一つの案
　・倶知安町の観光産業を潰したくない。潰すようなものでないルールが必要と考えており、これらの
　　ルールでは店舗などが建たなくなるのではないかと話をしている（心配、懸念している）。
　　　→サービスをしっかり提供していくことは、町にとっても利益になるため重要であると考えている。
　　　　それに加えて、豊かな自然環境をどう守っていくのか、そことどう折り合いつけていくのか。

○山田Ⅱ地区の土地利用
　・ひらふエリアの中の大きい土地は、まとまった考えの開発がされてもいいと思う。ひらふエリアの大
　　きい土地に対しては、開発をできるようなルールにしたい。
　・ひらふリゾートに近いところを縛ってしまうと、夏は特にもったいないことになる。山田Ⅱ地区など、
　　リゾートに近いところは飲食店・店舗など買い物できるところができた方がいい。
　・ひらふ地区の周辺には、小さなお店が立ち並んで歩いて楽しめるリゾートにできないような制限にし
　　てしまうのは、将来楽しめなくなるのでもったいないのではないか、ということだと思う。

○リゾートエリアの範囲
　・NACの向かいの土地、親爺川、それから樺山、ひらふ地区の周辺のエリアはリゾートだと思っている。
　・スキー場から離れているエリアを制限するというのは一つの考え方かもしれない。

前回（第８回）で出された意見の確認②
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【前回からの変更】（１）地区の区分（山田Ⅱ地区周辺）

○　現在の「山田Ⅱ地区」※前回の意見を踏まえた変更
　　スキー場に近いため、来訪者の滞在・サービスを提供しやすくするため、“保全型”から“維持型”へ変更。
   　　ただし、大部分が森林地域に属するため、森林法による開発行為のコントロールが求められるところも意識
　　　した土地利用のルールを検討。
　　   
○　セツニセコあたりの道道向かいの沿道エリア
　　センタービレッジ地区と提案していたが、冷水川を境に風景・土地利用が異なるため、現在の山田Ⅰ地区と同
             じ「ニセコひらふ沿道地区」に変更。

【主なルールの変更（現在の山田Ⅱ地区）】
　　・景観地区

　　
　　・特定用途制限地域地域

区　分 前　回　（保全型） 今　回　（維持型） （参考）現在の状況

地区名称 山田保全地区 山田Ⅱ地区 山田Ⅱ地区

高さ 13ｍ以下 13m以下　 16ｍ（最大22ｍ）

最低敷地面積 1,000㎡以上 500㎡以上（店舗等の面積制限緩和を検討） 500㎡以上

容積率 50％ 200％　　 300％

区　分 前　回　（保全型） 今　回　（維持型） （参考）現在の状況

地区名称 農地森林保全Ⅲ地区 観光Ⅲ地区 観光Ⅰ地区

宿泊施設 1,000㎡以下 1,000㎡以下 制限なし

店舗 500㎡以下 1,000㎡以下（宿泊施設附属を除く） 制限なし
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【前回意見を踏まえた変更①】地区の区分（山田Ⅱ地区周辺）

景観地区図
（前回の案）

景観地区図
（変更案）
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【前回からの変更】（１）地区の区分（その他の地区）

○　現在の東岩尾別地区
　　　保全型として、「岩尾別・旭・花園保全地区」に編入する案を示していたが、住宅地が形成され
　　ている地域があるなど、市街地に隣接している地域的な特徴があることから“保全型”から“維持
　　型”に変更し、従前どおり「東岩尾別地区」とする。なお、高さについては、現在までの土地利用
　　の状況を踏まえ、16ｍから13ｍへの強化を検討。

○　現在の双子山地区
　　　保全型として「山田保全地区」という景観地区の名称を前回示していたが、「岩尾別・旭・花園
　　保全地区」と同じルールであり、かつ、区域が接していることから、統合し、「双子山・西岩尾
　　別・旭・花園保全地区」とする。　

○　山田沿道地区
　　　道道蘭越ニセコ倶知安線沿いの山田Ⅰ地区の区間について、名称を「山田沿道地区」と示してい
　　たが、現在、住居表示の設定を検討しており、新しい町名が「ニセコひらふ」へ変更することが見
　　込まれるため、名称を「ニセコひらふ沿道地区」に改める。
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【前回からの変更（見直し）】（３）用途の制限①

○　スケート場などの遊戯系施設　※前回の意見を踏まえた変更
　　　滞在客が全天候型で楽しむことができる施設をリゾートエリアに設けら
　　　れるようにするため、制限を緩和
　　　【観光居住地区（ノースヒルズや羊蹄の里など）を除く全てのエリア】

○　滞在客へのサービスにつながる工場系　※前回の意見を踏まえた変更

　　①アトリエ・工房
　　　このエリアの良質な自然環境によって提供される多様なアクティビティ
　　　（スキーや自転車など）を提供するための製品や地域産の工芸品などの
　　　制作に係るアトリエ・工房に係る制限を緩和
　　　【全てのエリア】

　　②食品製造業の工場
　　　地域産の農産物等を加工・販売し、地域のブランド価値を高める工場の
　　　制限を緩和（周辺環境への影響を踏まえ、作業場の床面積の制限を検討）
　　　【観光居住地区（ノースヒルズや羊蹄の里など）を除く全てのエリア】

　　　

写真：ニセコ醸造所



○　店舗・飲食店の床面積　※前回の意見を踏まえた変更
　　　床面積500㎡以下としていた地区について、サービスの提供の幅を持たせるため、大規模店舗立地
　　　法の届出要件以下となる1,000㎡以下に改める。

　　　　対象　観光Ⅲ地区（山田Ⅰ地区、山田Ⅱ地区）

　　　　　　　　　　農地森林保全Ⅱ地区（樺山保全地区、双子山・西岩尾別・旭・花園保全地区）
　　　　※ｾﾝﾀｰﾋﾞﾚｯｼﾞ地区やﾛｰﾜｰﾋﾞﾚｯｼﾞ地区、ニセコひらふ沿道地区、樺山沿道地区は店舗・飲食店の制限なし

　　　＜イメージ＞
　　　　現在の山田Ⅱ地区のような地域では軒を連ねられるような店舗・飲食店
　　　　保全型の地区においては、NACのような規模の店舗・飲食店
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【前回からの変更（見直し）】（３）用途の制限②
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【前回からの変更（見直し）】（３）用途の制限③

○　ホテルまたは旅館の床面積　※前回の意見を踏まえた変更
　　　1,000以下の床面積の制限を設ける保全・維持型において、“特定用途制限地域に関する条例”の
　　　ただし書きに基づく特例事項として、審査基準に合致する場合に限り3,000㎡以下の規定を追加。

　　　　＜1,000㎡以下とする目的＞
　　　　　自然環境への負荷、インフラへの負荷を抑えた自然環境とのバランスを実現する質の高いリゾ
　　　　　ート空間とするため、HANARIDEのようにボリュームを抑え森に埋もれたリゾート施設を誘導。

厳しめの条件を設けることで、坐忘林のような周辺に景観に合った施設を認めたい

出典：坐忘林ホームページ掲載写真　
https://zaborin.com/the-ryokan/zaborin-gallery/

出典：一般社団法人照明学会ホームページ
https://www.ieij.or.jp/atarashii-shomei/2020/pg_02.html

出典：共同通信PRワイヤー
https://kyodonewsprwire.jp/release/20200626
1345

＜現状＞
坐忘林（床約3,000㎡）や楽水山（床約
3,400㎡）では広めの敷地を確保し、周辺
に配慮した景観づくり（分棟形式、築山
の設置や道路からの離れ、緑化、低層化な
ど）を行うなど良質な施設が数棟ある。

＜条件の設定（例）＞
・床面積を3,000㎡を超えないものとすること
・道路及び隣地の境界から一定の距離を確保すること。
　※森林地域は、残地森林とすること）
・緑化率を50％以上確保すること（残地森林を含む）
・床面積1,000㎡以下の分棟形式とすること
・地上２階以下とすること
・宿泊収容人数を50人以下とすること
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【前回からの変更（見直し）】（３）形態制限（建ぺい率・容積率など）

○　建ぺい率・容積率　※前回の意見を踏まえた変更
　　　保全型のエリアを中心に厳しい建ぺい率（30%）・容積率（50%）を示していたが、これまでの
　　　リゾートへの投資（土地取引）の状況を踏まえ、現行の設定の数値をほぼ踏襲する形で進める。

　　※　現行の設定から数値を変更する地区【建ぺい率】
　　　　

　　※　現行の設定から数値を変更する地区（案）【容積率】
　　　　 地区名 現　行 今　回 （参考）現在の状況

旧　山田Ⅱ地区 300％ 200％ 高さ制限を16m（22ｍ）から13m以下に抑え、他の地区とバランスを取るため

旧　大沢川沿い地区 300％ 200％ 樺山保全地区に編入するため。（高さ制限も16m（22ｍ）から13m以下となる）

花園ビレッジⅡ地区 300％ 200％ 森林地域が広がっており、ボリュームを抑えたリゾート地形成のため

カントリーリゾート地区 200％ 100％ 地区内の土地利用の状況に合わせた見直し

地区名 現　行 今　回 （参考）現在の状況

カントリーリゾート地区 40％ 30％ 地区内の土地利用の状況に合わせた見直し

○　斜線制限（道路／隣地）
　　　建物による周囲への圧迫感の軽減のために設けらるもので
　　　あり、特に道路からの斜線制限について、容積率200％以
　　　下の地区について景観形成の観点から強化（1.5→1.25）。
　　　※隣地からの斜線制限は、設定できる最も厳しい基準のた
　　　　め、変更しない。　　 
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【前回からの変更（見直し）】（３）形態制限（建ぺい率・容積率など）

区　分 地　区 建ぺい率 容積率 道路斜線制限 隣地斜線制限

拠点型
（集積）

センタービレッジ地区 40%→維持 300%→維持 1.5→維持 20ｍ（1.25）→維持

（仮）花園ビレッジⅠ地区 40%→維持 300%→維持 1.5→維持 20ｍ（1.25）→維持

（仮）花園ビレッジⅡ地区 40%→維持 300％→200% 1.5→1.25 20ｍ（1.25）→維持

（新）ワイススキー場地区 －   →40％ －   　→200% － →1.25 20ｍ（1.25）→維持

低層型
（ゆとり）

（仮）ローワービレッジ地区 50%→維持 200%→維持 1.5→1.25 20ｍ（1.25）→維持

（仮）ニセコひらふ沿道地区 40%→維持 200%→維持 1.5→1.25 20ｍ（1.25）→維持

（仮）樺山沿道地区 40%→維持 200%→維持 1.5→1.25 20ｍ（1.25）→維持

維持型
（落ち着き）

羊蹄の里地区 30%→維持 100%→維持 1.5→1.25 20ｍ（1.25）→維持

ノースヒルズ地区 30%→維持 100%→維持 1.5→1.25 20ｍ（1.25）→維持

（仮）パビリオンズ地区 40%→維持 300％→200% 1.5→1.25 20ｍ（1.25）→維持

（仮）カントリーリゾート地区 40%→30% 200％→100% 1.5→1.25 20ｍ（1.25）→維持

山田Ⅰ地区 40%→維持 200%→維持 1.5→1.25 20ｍ（1.25）→維持

山田Ⅱ地区 40%→維持 300％→200% 1.5→1.25 20ｍ（1.25）→維持

東岩尾別地区 40%→維持 200%→維持 1.5→1.25 20ｍ（1.25）→維持

保全型
（低密度）

（仮）樺山保全地区
　　（旧大沢川沿い地区を含む）

40%→維持   300％  →200%
  200％ 1.5→1.25 20ｍ（1.25）→維持

（仮）双子山・西岩尾別・旭・花
　　　園保全地区

40%→維持 200%→維持 1.5→1.25 20ｍ（1.25）→維持

（新）リゾートゲートウェイ地区 －   →30% －  　 →50% － →1.25 20ｍ（1.25）→維持
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【今回の提案】（１）建築物の形態意匠

○　外観の色彩
　　　現在の外壁色は、中間色（白すぎず、黒すぎず）を求めるルールであるが、金属系サイディン
　　　グでは、基準よりもやや暗めの製品が多く流通しており、かつ景観色と言われる「こげ茶
　　　（5YR2/1)」が使用できないなど、不整合な点が生じている。
　　＜見直しの方向性＞
　　　　▶外壁・屋根の共通事項
　　　　　・鏡面仕上げのものは控える
　　　　▶外壁
　　　　　・明度の下限を現在よりも低めに設定
　　　　　・使用の見られない紫（パープル）系の彩度を抑える
　　　　▶屋根
　　　　　・製品の種類が多めの緑（グリーン）や青（ブルー）系の彩度をやや引き上げる

○　外観の意匠
　　　デザイン性の高い建築物が多くなってきており、建物単体としては優れているが、周囲の建物
　　　との調和の面で、建築基準法によるコントロール（高さやセットバック）が困難な事例がある
　　　ため、意匠（デザイン）面でのルール化を検討
　　＜見直しの方向性＞
　　　　・外壁からの突出物（バルコニー、出窓など）の制限
　　　　・建築物に附属する設備機器等の設置位置の制限を強化（原則、建物内、別棟又は地下埋設）
　　　　・計画建築物内での駐車スペースの確保（ローワービレッジ地区のみ）
　　　　・屋上設置物の制限、屋上部分の建築物の高さ制限
　　　　・コンテナ系の簡易な建築物の設置制限

※ルールの見直し案については、景観審議会に諮る予定
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【今回の提案】（２）建築物の高さ制限

区　分 地　区 ルールの見直し（考え方） 現行 改正案

拠点型
（集積）

センタービレッジ地区 【維持】賑わいの中心として中高層施設を維持する 16m（最大22m） 16m（最大22m）

（仮）花園ビレッジⅠ地区
（仮）花園ビレッジⅡ地区

【維持】引き続き一体的なリゾート地として全体との調和の中
　　　　で景観に配慮した高さとする。

設定なし 設定なし

（新）ワイススキー場地区 【新規】スキー場の拠点性を生かしながら周囲への存在感に配慮した
高さ

設定なし

低層型
（ゆとり）

（仮）ローワービレッジ地区 【緩和】建物内に駐車スペースを確保するなど敷地にゆとり
　　　　を持たせるため、約１層分の制限を緩和

13ｍ 16ｍ

（仮）山田沿道地区   （旧山田Ⅰ地区）
（仮）樺山沿道地区 　（旧樺山地区）

【維持】道道沿道の低層な街並みが形成されており、引き続
　　　　き維持

13ｍ 13ｍ

維持型
（落ち着き）

羊蹄の里地区 【維持】既存の土地利用に合わせ、維持する 13m（軒高9m) 13m（軒高9m)

ノースヒルズ地区 【維持】既存の土地利用に合わせ、維持する 13m（軒高9m) 13m（軒高9m)

（仮）パビリオンズ地区     （旧山田Ⅱ地区） 【強化】既存の建物の状況を踏まえ、森に囲まれた高さに強化する 16m（最大22m） 16ｍ

（仮）カントリーリゾート地区   （旧樺山地区） 【維持】既存の土地利用に合わせ、維持する 13ｍ 13ｍ

山田Ⅰ地区 【維持】既存の土地利用に合わせ、維持する 13ｍ 13ｍ

山田Ⅱ地区 【強化】未利用地が多く、森に埋もれ、ボリュームを抑える 16m（最大22m） 13ｍ

東岩尾別地区 【強化】市街地に隣接しているものの、 16ｍ 13ｍ

保全型
（低密度）

（仮）樺山保全地区　（旧大沢川沿い地区含む）
（仮）双子山・西岩尾別・旭・花園保全地区

【強化】周辺お良好な自然環境を生かすため、森林法の開発
　　　　　行為（別荘型）による土地利用を基本とする。

13ｍ、一部
16m（最大22m）

13ｍ

（新）リゾートゲートウェイ地区 【新規】自然豊かな環境を生かし、低層の建築物とする 13ｍ

建築物の高さは、原則13mとし、集積する拠点型において、景観に配慮した中高層を許容する。また、一部
地域において既存建築物の状況や、敷地にゆとりを持たせるために16ｍの設定するエリアを検討する。



14

【今回の提案】（３）建築物の外壁後退距離

一部高さのルールの変更がされた地域などにおいて、軽微な変更する程度で検討。

区　分 一般道路 国道、道道 区　分 隣地
1 センタービレッジ 200㎡＞S 2.0ｍ以上 ４.0ｍ以上 14.0ｍ＞H 2.0ｍ以上

２００㎡≦S＜７００㎡ 4.0ｍ以上 4.0ｍ以上 14.0m≦H H/3.5×0.5ｍ以上
７００㎡≦S 6.0ｍ以上 6.0ｍ以上

2 花園ビレッジⅠ地区 14.0ｍ＞H 2.0ｍ以上
3 ガーデンヒルズ地区 ６ｍ以上 ６ｍ以上 14.0m≦H H/3.5×0.5ｍ以上
4 ワイススキー場地区
5 ローワービレッジ地区 200㎡＞S 2.0ｍ以上 ４.0ｍ以上 7.0ｍ＞H 1.5m以上
※旧ペンションビレッジ ２００㎡≦S＜７００㎡ 4.0ｍ以上 4.0ｍ以上 7.0ｍ≦H 2.0ｍ以上

７００㎡≦S 6.0ｍ以上 6.0ｍ以上
6 山田沿道 7.0ｍ＞H 1.5m以上

５ｍ以上（他方３ｍ） ５ｍ以上（他方３ｍ） 7.0ｍ≦H 2.0ｍ以上

7 樺山沿道 200㎡＞S 2.0ｍ以上 ４.0ｍ以上 7.0ｍ＞H 1.5m以上
２００㎡≦S＜７００㎡ 4.0ｍ以上 4.0ｍ以上 7.0ｍ≦H 2.0ｍ以上
７００㎡≦S 6.0ｍ以上 6.0ｍ以上

8 羊蹄の里地区 7.0ｍ＞H 1.5m以上
５ｍ以上（他方３ｍ） ５ｍ以上（他方３ｍ） 7.0ｍ≦H 2.0ｍ以上

9 ノースヒルズ地区 幅員24道路 － － 5.0ｍ以上
その他道路 5.0ｍ以上 5.0ｍ以上

10 パビリオンズ地区 14.0ｍ＞H 2.0ｍ以上
６ｍ以上 ６ｍ以上 14.0m≦H H/3.5×0.5ｍ以上

11 カントリーリゾート地区 200㎡＞S 2.0ｍ以上 7.0ｍ＞H 1.5m以上
２００㎡≦S＜７００㎡ 4.0ｍ以上 7.0ｍ≦H 2.0ｍ以上
７００㎡≦S 6.0ｍ以上

12 山田Ⅰ地区 ５ｍ以上（他方３ｍ） ５ｍ以上（他方３ｍ） 7.0ｍ＞H 1.5m以上
7.0ｍ≦H 2.0ｍ以上

13 山田Ⅱ地区 7.0ｍ＞H 1.5m以上
６ｍ以上 ６ｍ以上 7.0ｍ≦H 2.0ｍ以上

14 東岩尾別地区 200㎡＞S 2.0ｍ以上 ４.0ｍ以上 7.0ｍ＞H 1.5m以上
２００㎡≦S＜７００㎡ 4.0ｍ以上 4.0ｍ以上 7.0ｍ≦H 2.0ｍ以上
７００㎡≦S 6.0ｍ以上 6.0ｍ以上

15 樺山保全地区 200㎡＞S 2.0ｍ以上 ６.0ｍ以上 7.0ｍ＞H 1.5m以上
16 双子山・岩尾別・旭・花園 ２００㎡≦S＜７００㎡ 4.0ｍ以上 ６.0ｍ以上 7.0ｍ≦H 2.0ｍ以上

保全地区 ７００㎡≦S 6.0ｍ以上 6.0ｍ以上
17 リゾートゲートウェイ地区

６ｍ以上 ６ｍ以上 5.0ｍ以上

前面道路 隣地境界
区分 地区名

拠点型
（集積）

（対象なし）

保全型
（低密度）

低層型
（ゆとり）

維持型
（落ち着き）



区　分 地　区 ルールの見直し（考え方） 現行 改正案

拠点型
（集積）

センタービレッジ地区 【設定】中高層としての最低限の敷地規模の設定の必要性 設定なし 330㎡以上

（仮）花園ビレッジⅠ地区
（仮）花園ビレッジⅡ地区

【維持】旧花園ビレッジ地区の土地利用の維持 1,000㎡以上 1,000㎡以上

（新）ワイススキー場地区 【新規】自然豊かな環境を生かした敷地にゆとりを持たせた土地利用 1,000㎡以上

低層型
（ゆとり）

（仮）ローワービレッジ地区 【設定】狭い敷地に建物が密集した状況が今後も継続すると、滞
　　　　在環境の喪失を招くため、最低限のゆとりを持たせる

設定なし 330㎡以上
※店舗・飲食店除く

（仮）山田沿道地区
（仮）樺山沿道地区

【維持】旧山田Ⅰ地区、旧樺山地区の土地利用を維持し、最低限
　　　　のゆとりを持たせた土地利用の維持

330㎡以上 330㎡以上
※店舗・飲食店除く

維持型
（落ち着き）

羊蹄の里地区 【維持】既存の土地利用に支障なし 330㎡以上 330㎡以上

ノースヒルズ地区 【維持】既存の土地利用に支障なし 1,000㎡以上 1,000㎡以上

（仮）パビリオンズ地区 【維持】旧山田Ⅱ地区の土地利用の維持 500㎡以上 500㎡以上

（仮）カントリーリゾート地区 【維持】当該区域の区割り状況から旧樺山地区の土地利用を維持 330㎡以上 330㎡以上

山田Ⅰ地区 【強化】１棟あたりの建築面積・床面積が大きい傾向にあるため、
　　　　 勾配屋根制限に対応したゆとりを持たせる必要性

330㎡以上 500㎡以上
※店舗・飲食店除く

山田Ⅱ地区 【維持】みどり豊かな森林地域が多く広がっており、ゆとりと落ち着
　　　　　きのある滞在環境を創出する

500㎡以上 500㎡以上
※店舗・飲食店除く

東岩尾別地区 【維持】市街地に隣接した生活空間にも対応した土地利用 330㎡以上 330㎡以上

保全型
（低密度）

（仮）樺山保全地区
（仮）双子山・西岩尾別・旭・花園保全地区

【強化】周辺お良好な自然環境を生かすため、森林法の開発行為
　 　　　（別荘型）による土地利用を基本とする。

330㎡以上
（一部500㎡以上）

1,000㎡以上
※農業施設除く

（新）リゾートゲートウェイ地区 【新規】自然豊かな環境を生かした敷地にゆとりを持たせた土地利用 1,000㎡以上
15

【前回の再掲（一部見直し）】（１）建築物の最低敷地面積

質の高いリゾート地づくりには、これまで以上に敷地の使い方にゆとりを持たせることが重要であり、『最
低敷地面積』を見直す。ニセコひらふ地区の低層型・維持型のエリアについては、滞在者のサービス提供機
能を高めるため、店舗・飲食店等の制限の緩和、保全型エリアでは農業施設の制限の緩和を検討する。
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【前回の再掲（一部見直し）】（２）工作物の制限

建築物とともに、周辺環境への影響の大きな工作物についても、形態意匠、高さ等の景観上の制限を検討
する。

区　分 形態意匠 色彩 高さの最高限度 設置位置制限

鉄柱など ・道路への視界に影響のない
配置、植栽対応

・照明（フラッシュライトｍ点滅
など）の制限

明度　２～６（無彩色は３～７）
彩度  ２以下

拠点型　22ｍ以下
その他　16mor13ｍ

道路、隣地から１ｍ以上また
は建築指導要綱の離れ確保

柵、塀、門
など

・原則、設置しない
・門の面積制限（各面５㎡程度）
・建築物と一体的な意匠

・周囲への圧迫感、違和感を
与えない意匠

明度　２～６（無彩色は３～７）
彩度  ２以下

３ｍ以下
　※受変電施設などの
　　立ち入り防止柵は
　　除く

道路、隣地から１ｍ以上また
は建築指導要綱の離れ確保

煙突、排気
塔など

・道路への視界に影響の
ない配置、植栽対応

明度　２～６（無彩色は３～７）
彩度  ２以下

10ｍ以下 道路、隣地から１ｍ以上また
は建築指導要綱の離れ確保

広告塔、広
告板、装飾
棟、風車な
ど

・自然素材の使用を基本とした質
感の印象

・照明（フラッシュライトｍ点滅
など）の制限

明度　２～６（無彩色は３～７）
彩度  ２以下
　※強調色1/5未満許容

10ｍ以下 建築物の「壁面後退距離の
制限」に規定する離れを準
用

高架水槽、
冷却棟、ガ
ス・電気設
備等

・道路への視界に影響の
ない配置、植栽対応

明度　２～６（無彩色は３～７）
彩度  ２以下
　※強調色1/5未満許容

10ｍ以下 建築物の「壁面後退距離の
制限」に規定する離れを準
用。発電施設、変電施設は１
０ｍ以上

観光用遊
戯施設（観
覧車等）

・道路への視界に影響の
ない配置、植栽対応

・照明（フラッシュライトｍ点滅
など）の制限

明度　２～６（無彩色は３～７）
彩度  ２以下
　※強調色1/5未満許容

観光Ⅰ地区のみ　22m
以下
　※その他地区は、設置
　　　自体の禁止を検討

建築物の「壁面後退距離の
制限」に規定する離れを準
用。
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【前回の再掲（一部修正）】（３）開発行為の制限

　近年、起伏の激しい土地での開発が行われる傾向にあり、周辺への景観への影響が懸念される。特に盛土
に関しては、安全面にも影響を及ぼすことから制限が必要であり、自然の地形を基本とした土地利用を基本
としたルールを敷地単位で設定する。

区　分 ルールの設定（考え方）

盛土等 宅　　　　 地 ： 敷地内の高低差の解消以外の盛土の制限（原則、接する道路面よりも高く盛らない）
道　　　　 路 ： 原則のり面仕上げ
土石等堆積 ： のり面仕上げ
資 材 堆 積 ： 平坦な土地に堆積

のり面の制限 宅地 ：盛土の勾配30度以下　小段の設定義務　敷地境界からの水平距離の確保
　　　 切土の勾配の設定　　小段の設定義務　敷地境界からの水平距離の確保
道路 ：盛土の勾配30度以下　小段の設定義務　敷地境界からの水平距離の確保
　　　 切土の勾配の設定　　小段の設定義務　敷地境界からの水平距離の確保
土石 ：盛土の勾配30度以下　高さの上限（５ｍ程度）　敷地境界からの離れの確保
資材 ：高さの上限（５ｍ程度）　敷地境界からの離れの確保

擁壁 垂直の擁壁の高さ　　　　 ２ｍ以下　　※ドライエリア、建築物までの通路確保目的の擁壁を除く
勾配のある擁壁の高さ　　 ５ｍ以下　　※通路部分等における緑化

その他造成行為
の制限

地上駐車場を設ける場合の駐車場と道路の間に視覚的な遮へい等の植栽
土石等の採取及び堆積、及び資材置き場棟においては、道路及び隣地に対し視覚的な遮へいとなる植栽

緑地の確保 開発区域の５％以上（都市計画法第２９条第１項の開発行為に該当する場合のみ）
　宅地分譲目的　各区画から容易にアクセスできること、道路除雪等の一時堆積としての機能を確保すること。
　　　　　　　　　　　緑地機能を損なう工作物等の設置禁止
　ホテル等　　　　憩いの空間（庭園等）避難場所機能

樹木の伐採 地域計画対象民有林の小班または地番を単位とした敷地の伐採制限　70％を上限（森林施業に伴う場合を除く）
道路に面する部分は出入口などの必要最小限にとどめ、周囲の自然環境や風景に影響を与えない。



リゾート開発に伴う森林地域における無秩序な伐採、建築物が密集するエリアにおける身近な緑の喪失
による滞在空間の質の低下が懸念されることから、既存木を残す、新たに植樹する等を計画的に確保す
るため、建築敷地単位による『緑化率』の設定する。

区　分 地　区 ルールの設定（考え方） 設定

拠点型
（集積）

センタービレッジ地区 密度の高い土地利用が求められる中で建物と道路の間のアクセントと
なる緑の配置、シンボルツリーの設置によりエリアの潤いを創出

5％
　※森林地域は30%

（仮）花園ビレッジⅠ地区 周囲の良好な自然環境との調和を意識した計画的な緑を配置する。 10％

（仮）花園ビレッジⅡ地区
（新）ワイススキー場地区

森林豊かな地域であるため、可能な限り緑を残し、自然の豊かさの中
で賑わいの創出を図る

30％

低層型
（ゆとり）

（仮）ローワービレッジ地区
　　（旧ペンションビレッジ地区）
（仮）山田沿道地区
（仮）樺山沿道地区

ゆとりを持たせた空間づくりとして、前面道路を中心に緑を効果的に配
置し、質の高いリゾート地の空間づくりとする。

10％
　※森林地域は30%

維持型
（落ち着き）

羊蹄の里地区
ノースヒルズ地区
（仮）パビリオンズ地区
（仮）カントリーリゾート地区
山田Ⅰ地区
山田Ⅱ地区
東岩尾別地区

緑を多めに配置し、落ち着きのあるリゾート地を全体的につくる 15％
　※森林地域は30%
　※農業施設は除外
　※居住地が形成さ
　　　れている地域の
　　　緩和を検討

保全型
（低密度）

（仮）樺山保全地区
（仮）双子山・西岩尾別・旭・花
　　　園保全地区
（新）リゾートゲートウェイ地区

森林法の開発行為を基本とした残地森林率を踏まえた森林を残す。 30％
　※森林地域は50％
　※農業施設は除外

18

【前回の再掲（一部修正）】（４）緑化率①
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【前回の再掲（一部修正）】（４）緑化率②

○緑を重点的に配置するための考え方

　　①既存樹木を残地・移植する場合の優遇
　　　・既存樹木を残置又は移植する場合は、面積の1.5
　　　　倍とする。

　　②間口における最低配置本数の設定
　　　・建築物から道路境界線までの間に高さ３ｍ以上
　　　　の樹木を１本以上かつ間口10ｍにつき１本以上
　　　　植栽すること。　　　

　　③道路の前面に緑を配置する場合の優遇　　　
　　　・道路の前面に設ける緑化施設は面積の２倍とす
　　　　る。（奥行きの長さの30%までの範囲内）
　　　・建築物等の道路からの背面あたる位置に設ける
　　　　緑化施設は面積に算入しない。（緑化率10%以
　　　　下の地域のみ）

　　④芝や花壇における緑化率の低減
　　　・芝は面積の0.2倍とする。
　　　・樹木のない花壇は面積の0.5倍とする

　　⑤その他
　　　・除雪堆積空間を確保した緑化施設の配置とする
　　　　こと。

No
自然的要素
の種類

単位 換算面積
ボーナスエリア内
（前面道路から奥行長さ

30%の範囲）の換算面積

1 高木A
高さが5.0m以上の樹木
１本につき

10.0㎡ 20.0㎡

2 高木B
高さが2.5m以上5.0m
未満の樹木１本につき

7.0㎡ 14.0㎡

3 中木
高さが1.0m以上2.5m
未満の樹木１本につき

3.0㎡ 6.0㎡

4 低木
高さが1.0m未満の樹木
１本につき

1.0㎡ 2.0㎡

5 既存樹木 上記1.5倍

6 芝生 面積１㎡につき 0.2㎡ 0.4㎡

7 花 面積１㎡につき 0.4㎡ 0.8㎡

8 庭石類 面積１㎡につき 0.2㎡ 0.4㎡

9
池その他これ
に類するもの

面積１㎡につき 0.2㎡ 0.4㎡

植栽等の換算面積（案）



20

【前回の再掲（一部修正）】（４）緑化率③
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【ルール見直しの総括】強化・緩和の一覧

○景観のルール
項目 拠点型 低層型 維持型 保全型

建
築
物

形態意匠 緩和　と　強化 緩和　と　強化 緩和　と　強化 緩和　と　強化

高さ 維持 維持（一部緩和） 維持（一部強化） 維持（一部強化）

セットバック 維持 維持 維持 維持

最低敷地面積 維持（一部強化） 維持（一部強化） 維持（一部強化） 強化（1,000㎡以上）

工
作
物

鉄柱
柵、塀、門
煙突、排気塔
広告塔など
高架水槽、電気設備など
観光用施設

強化

開
発
行
為

盛土の仕上げ
のり面勾配
擁壁高さ制限
緑地の確保

強化

緑化率 強化（低） 強化（中） 強化（中） 強化（高）

○建築物の形態制限
項目 拠点型 低層型 維持型 保全型

建
築
物

建ぺい率 維持 維持 維持（一部強化） 維持（一部強化）

容積率 維持（一部強化） 維持 維持（一部強化） 維持（一部強化）

道路斜線制限 維持（一部強化） 強化 強化 強化

隣地斜線制限 維持 維持 維持 維持



項目 拠点型 低層型 維持型 保全型

建
築
物

工場系 緩和 緩和 緩和 緩和

危険物貯蔵系 維持 維持 維持 緩和

店舗・飲食店 維持（制限なし） 維持（制限なし） 強化（床1,000以下） 強化（床1,000以下）

ホテル・旅館 維持（制限なし） 維持（制限なし） 強化（床1,000以下） 強化（床1,000以下）

カラオケボックス等 維持（制限なし） 維持 維持（禁止） 維持（禁止）

パチンコ屋等 維持（禁止） 維持（禁止） 維持（禁止） 維持（禁止）

スケート場等 維持（制限なし） 緩和（制限なし） 緩和（制限なし）
　【一部、禁止を維持】

緩和（制限なし）

キャバレー等 維持（禁止） 維持（禁止） 維持（禁止） 維持（禁止）

個室浴場等 維持（禁止） 維持（禁止） 維持（禁止） 維持（禁止）

倉庫業倉庫 維持（禁止） 維持（禁止） 維持（禁止） 維持（禁止）

畜舎 維持 維持 維持 維持（制限なし）

劇場等 維持（制限なし） 維持（制限なし） 維持（禁止） 維持（禁止）

工
作
物

コンクリート等の粉砕等 維持（禁止） 維持（禁止） 維持（禁止） 維持（制限なし）

コンクリート製造等 維持（禁止） 維持（禁止） 維持（禁止） 維持（制限なし）

アスファルト製造等 維持（禁止） 維持（禁止） 維持（禁止） 維持（禁止）

観光用エスカレーター等 維持（制限なし） 維持（制限なし） 強化（禁止） 強化（禁止）

コースター等の高架遊戯 維持（制限なし） 強化（禁止） 強化（禁止） 強化（禁止）

観覧車等の回転運動遊戯 維持（制限なし） 強化（禁止） 強化（禁止） 強化（禁止） 22

【ルール見直しの総括】強化・緩和の一覧

○用途の制限
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ホテルまたは旅館の宿泊用途制限の施行猶予について

　今回のルールの変更は、来年（2022年）秋以降のルールの施行日と同日での適用を予
定している。

　ただし、特に影響の大きい、「ホテルまたは旅館」に係る制限については、施行の猶
予の必要性について検討したい。

2022年 2023年
春　　　　夏　　　　秋　　　　冬 春　　　　夏　　　　秋　　　　冬

条例議決

＜イメージ（特定用途制限地域）＞

都市計画変更
条例の施行

ホテルまたは旅館
制限の施行

原案の公表

注１）施行日以降に建築行為の「着手」をした場合は、新ルールが適用
　　（施行日以前に「建築確認申請」が下りている状態だけでは、従前のルールでの
　　　施工認められない）
注２）景観地区の建築物のルールは、施行日の猶予は認められない見込み

雪解けころ


